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(57)【要約】
【課題】不意な混合の抑制と、キャップ体の過剰な締め
込みの抑制とを行うことができると共に、組立性を向上
すること。
【解決手段】内容物Ｍ１が収容される容器本体２と、容
器本体の口部１３の内側に嵌合され、内部に混合材Ｍ２
が収容される栓本体２０及び栓本体の下端を閉塞する閉
塞体２１を有する中栓３と、容器本体の口部に、容器本
体に対して下降移動可能に螺着されたキャップ体４と、
を備え、キャップ体には、下降移動に伴って閉塞体に向
けて中栓内を下降移動して閉塞体を押圧し、栓本体の下
端を開放する押圧部材４０が設けられ、中栓とキャップ
体との間には、上下方向に延在して両者に接すると共に
キャップ体の下降移動に伴って傾倒する突起体５０が配
設されている混合容器１を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物が収容される容器本体と、
　前記容器本体の口部の内側に嵌合され、内部に混合材が収容される筒状の栓本体、及び
該栓本体の下端を閉塞する閉塞体を有する中栓と、
　前記容器本体の口部に、前記容器本体に対して下降移動可能に螺着されたキャップ体と
、を備え、
　前記キャップ体には、下降移動に伴って前記閉塞体に向けて前記中栓内を下降移動して
前記閉塞体を押圧し、前記栓本体の下端を開放する押圧部材が設けられ、
　前記中栓とキャップ体との間には、上下方向に延在して両者に接すると共に、前記キャ
ップ体の下降移動に伴って傾倒する突起体が配設されていることを特徴とする混合容器。
【請求項２】
　請求項１に記載の混合容器において、
　前記押圧部材は、前記栓本体内に下降摺動可能に嵌合され、
　前記キャップ体は、前記中栓の内部を閉塞するように前記中栓に対して組み合わされて
いることを特徴とする混合容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、混合容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内容物が収容された容器本体に混合材を混合させる混合容器として、例えば、内容物が
収容された容器本体と、容器本体の口部に装着され、混合材が収容された中栓と、容器本
体の口部に下降移動可能に螺着され、中栓の底板を破断する切断刃を有するキャップ体と
、を備えた混合容器が知られている。
【０００３】
　この混合容器によれば、容器本体に対してキャップ体を回転させながら下降移動させる
ことで、切断刃により中栓の底板を破断できるので、中栓内の混合材を容器本体内に落下
させて、内容物に混合材を混合させることが可能とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４７９８６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した従来の混合容器では、キャップ体が不意に下降移動する可能性
があり、意図しないタイミングで内容物に混合材を混合してしまうおそれがあった。
　また、キャップ体の下降端位置を認識することが難しく、キャップ体を下降移動させす
ぎてしまい、キャップ体を過剰に締め込んでしまう可能性があった。
　さらに、混合容器の組み立てを行う際、容器本体に対するキャップ体の上下位置を正確
に決定することが難しく、組立性に課題が残されていた。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、不意な混合の
抑制と、キャップ体の過剰な締め込みの抑制とを行うことができると共に、組立性が向上
した混合容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、この発明は以下の手段を提供している。
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（１）本発明に係る混合容器は、内容物が収容される容器本体と、前記容器本体の口部の
内側に嵌合され、内部に混合材が収容される筒状の栓本体、及び該栓本体の下端を閉塞す
る閉塞体を有する中栓と、前記容器本体の口部に、前記容器本体に対して下降移動可能に
螺着されたキャップ体と、を備え、前記キャップ体には、下降移動に伴って前記閉塞体に
向けて前記中栓内を下降移動して前記閉塞体を押圧し、前記栓本体の下端を開放する押圧
部材が設けられ、前記中栓とキャップ体との間には、上下方向に延在して両者に接すると
共に、前記キャップ体の下降移動に伴って傾倒する突起体が配設されていることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明に係る混合容器によれば、中栓とキャップ体との間に両者に接する突起体が配設
されているので、この突起体によって、キャップ体が下方から支持された状態とされてい
る。そのため、使用前の段階において、キャップ体が不意に下降移動することを効果的に
抑制することができる。
　一方、使用する場合には、キャップ体を容器軸回りに回転させながら容器本体に対して
下降移動させる。すると、このキャップ体の下降移動に伴って突起体が徐々に傾倒すると
共に、押圧部材が中栓内を徐々に下降移動する。そして、キャップ体をさらに下降移動さ
せることで、突起体が倒伏した状態となると共に、押圧部材が閉塞体を上方から押圧して
栓本体の下端を開放する。これにより、中栓内の混合材を容器本体内に落下させることが
でき、内容物と混合材とを混合させて混合物を得ることができる。
【０００９】
　特に、使用前の段階では、突起体によってキャップ体が不意に下降移動することを効果
的に抑制できるので、意図しないタイミングで混合がなされることを防止することができ
る。また、使用時においては、キャップ体の下降移動に伴って突起体が徐々に傾倒するの
で、キャップ体と突起体との間、又は中栓と突起体との間における接触面積が増えて摩擦
抵抗が高まりはじめる。この摩擦抵抗は、押圧部材が閉塞体を押圧し、且つ突起体が倒伏
したときにさらに高まる。従って、キャップ体がそれ以上回転して下降移動することを抑
制することができ、キャップ体の過剰な締め込みを効果的に抑制することができる。
　さらに、組み立て時においては、突起体を利用して中栓とキャップ体とを上下方向に容
易且つ正確に位置決めした状態で組み合わせることができるので、組立性が向上して生産
効率を高めることができると共に、均一な品質の混合容器を量産することができる。
【００１０】
（２）上記本発明に係る混合容器において、前記押圧部材は、前記栓本体内に下降摺動可
能に嵌合され、前記キャップ体は、前記中栓の内部を閉塞するように前記中栓に対して組
み合わされていても良い。
【００１１】
　この場合には、押圧部材が栓本体内に嵌合されるので、中栓とキャップ体とを互いに分
離させることなく一体にしたまま組み合わせることができるうえ、この組み合わせ時に、
キャップ体が中栓の内部を閉塞するので混合材を中栓内に封止することが可能である。従
って、中栓とキャップ体とを一体に組み合わせたまま、容器本体に対してさらに組み合わ
せることが可能となり、充填作業及び組み立て作業をさらに効率良く行うことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る混合容器によれば、使用前における不意な混合を抑制することができると
共に、使用時におけるキャップ体の過剰な締め込みを抑制することができる。また、組立
性を向上でき、生産効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る混合容器の第１実施形態を示す縦断面図である。
【図２】図１に示す混合容器における中栓の上面図である。
【図３】図２に示す中栓を矢印Ａ方向から見た側面図である。
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【図４】図１に示す状態から規制リングを取り外した状態を示す縦断面図である。
【図５】図４に示す状態からキャップ体を矢印Ｔ１方向に回転操作することで下降移動さ
せ、内容物と混合材とを混合させた状態を示す縦断面図である。
【図６】図５に示す状態から開閉蓋を開操作した状態を示す縦断面図である。
【図７】図１に示す混合容器を組み立てる際の一工程図であって、キャップ体と中栓とを
組み合わせる直前の状態を示す縦断面図である。
【図８】図７に示す状態の後、一体に組み合わせたキャップ体及び中栓を、容器本体に対
して組み合わせる直前の状態を示す縦断面図である。
【図９】図１に示す混合容器における突起体の変形例を示す図である。
【図１０】図１に示す混合容器における突起体の別の変形例を示す図である。
【図１１】図１に示す混合容器の変形例を示す図である。
【図１２】本発明に係る混合容器の第２実施形態を示す縦断面図である。
【図１３】図１２に示す混合容器における突起体及び第２の突起体を示す図である。
【図１４】図１２に示す状態から規制リングを取り外した後、キャップ体を矢印Ｔ１方向
に回転操作することで下降移動させ、内容物と混合材とを混合させた状態を示す縦断面図
である。
【図１５】図１２に示す混合容器の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る塗布容器の実施形態について図面を参照して説明する。
＜第１実施形態＞
（混合容器の構成）
　図１に示すように、本実施形態の混合容器１は、内部に内容物Ｍ１が収容された容器本
体２と、内部に混合材Ｍ２が収容され、容器本体２の口部１３に装着された中栓３と、容
器本体２の口部１３に螺着されたキャップ体４と、を備えている。
【００１５】
　なお、内容物Ｍ１は特に限定されるものではなく、例えば食品や薬品等が挙げられ、様
々な分野から幅広く選択して構わない。また、内容物Ｍ１の形態としても特に限定される
ものではなく、例えば液状、ゼリー状、粒状、粉状（パウダー状）等でも良い。混合材Ｍ
２についても内容物Ｍ１と同様に、特に限定されるものではない。なお、図示の例では粒
状の混合材Ｍ２としている。
【００１６】
　容器本体２は、底壁部１０、胴部１１、肩部１２及び口部１３を有し、横断面視円形状
の有底円筒状に形成されている。以下、容器本体２の中心を通る軸線（横断面がなす円形
状の中心を通る軸線）を容器軸Ｏといい、この容器軸Ｏに沿ったキャップ体４側を上側、
底壁部１０側を下側という。また、容器軸Ｏに直交する方向を径方向といい、容器軸Ｏ回
りに周回する方向を周方向という。
【００１７】
　容器本体２の口部１３は、肩部１２を介して胴部１１の上端部に接続されており、肩部
１２との接続部分から上方に向けて突出するように形成されている。
　この口部１３は、胴部１１よりも外径が縮径した第１口部１３Ａと、この第１口部１３
Ａよりもさらに外径が縮径すると共に第１口部１３Ａよりも上方に突出した第２口部１３
Ｂと、を備えている。よって、容器本体２の口部１３は、これら第１口部１３Ａ及び第２
口部１３Ｂによって二段階に外径が縮径している。
　第１口部１３Ａは、胴部１１と略同程度の長さとなるように上方に突出している。そし
て、第１口部１３Ａにおける上端側の外周面には、ねじ部１４が形成されている。
【００１８】
　上記中栓３は、容器本体２の口部１３の内側に配置された円筒状の栓本体２０と、この
栓本体２０の下端を閉塞する閉塞体２１と、を備え、有底の円筒状に形成されている。
【００１９】
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　栓本体２０は、容器本体２の第２口部１３Ｂの内側に嵌合していると共に、上端部には
径方向外側に突出して第２口部１３Ｂの開口端縁に当接するフランジ部２２が形成されて
いる。これにより、中栓３は、容器本体２の内部への落下が防止された状態で容器本体２
の口部１３に装着されている。
【００２０】
　閉塞体２１は、平面視円形状に形成されており、弱化部２４を介して栓本体２０の下端
に接続されている。なお、弱化部２４は、閉塞体２１の外周縁に沿って環状に形成されて
おり、図示の例では薄肉部とされている。
　但し、弱化部２４としては、薄肉部に限定されるものではなく破断可能とされていれば
良い。例えば、混合材Ｍ２の種類によっては、環状にミシン目を形成することで弱化部２
４を構成しても良い。
【００２１】
　上記キャップ体４は、容器本体２の第１口部１３Ａを径方向外側から囲む回転筒部３１
、及びこの回転筒部３１の上端開口を閉塞する天壁部３２を有する有頂筒状のキャップ本
体３０と、閉塞体２１を押圧することで該閉塞体２１による閉塞を解除して、栓本体２０
の下端を開放させる刃部材（押圧部材）４０と、を備えている。
【００２２】
　回転筒部３１の内周面には、第１口部１３Ａに形成されたねじ部１４に螺合するねじ部
３３が形成されている。そして、キャップ本体３０は、天壁部３２とフランジ部２２との
間に隙間をあけた状態で第１口部１３Ａに螺着されている。これにより、キャップ本体３
０は、回転筒部３１を容器軸Ｏ回りに沿う矢印Ｔ１方向（容器本体２に対するキャップ体
４の容器軸Ｏ回りに沿う締め込み方向）に回転させることで、容器本体２に対して下降移
動可能とされている。
　なお、キャップ本体３０は、天壁部３２と中栓３との間に配置された後述する突起体５
０によって、下方から支持された状態とされている。
【００２３】
　回転筒部３１と容器本体２の肩部１２との間には、キャップ本体３０の下降移動を規制
する規制リング３４が配置されている。
　この規制リング３４は、回転筒部３１と同径の環状に形成されており、回転筒部３１の
下端部に弱化部３５を介して破断可能に接続されている。なお、規制リング３４には、図
示しない摘み片が一体的に形成されており、例えば摘み片を把持しながら、規制リング３
４に対して径方向外側に向けて捩じるような外力を加えることで、弱化部３５を破断しな
がら規制リング３４を取り外す（毟り取る）ことが可能とされている。
【００２４】
　天壁部３２は、中栓３の上方を覆っており、中栓３の内部を閉塞している。これにより
、天壁部３２は、中栓３の内部に収容された混合材Ｍ２を中栓３内に閉じ込めている。天
壁部３２の中央部には、内容物Ｍ１と混合材Ｍ２とが混合した混合体を吐出するための吐
出孔３６が形成されている。また、天壁部３２の外周縁には、天壁部３２の上面から下方
に凹むように形成された段差部３７が外周縁に沿って環状に形成されている。
【００２５】
　刃部材４０は、切断刃４１を有しており、キャップ本体３０の下降移動に伴って閉塞体
２１に向けて中栓３内を下降移動することで、閉塞体２１を上方から押圧しながら切断刃
４１を利用して閉塞体２１を破断する部材であり、図示の例では、天壁部３２に対して一
体的に形成されている。
　具体的には、刃部材４０は、天壁部３２から下方に向けて突出した円筒状に形成されて
おり、中栓３における栓本体２０の内側に下降移動可能に嵌合している。刃部材４０の下
端部側における内周面は、下端開口端に向かうにしたがって漸次外周面に接近するように
傾斜している。これにより、刃部材４０における下端部は、先鋭化した上記切断刃４１と
されている。
【００２６】
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　なお、図示の例では、刃部材４０は下端開口端が容器軸Ｏに対して傾斜するように斜め
にカットされている。そのため、キャップ本体３０が下降移動した際、切断刃４１の全体
が閉塞体２１に対して一度に接するのではなく、最も下方に位置している部分から徐々に
接する。
【００２７】
　また、本実施形態のキャップ体４は、天壁部３２をさらに上方から覆う開閉蓋３８を有
している。
　この開閉蓋３８は、ヒンジ部３９を介して回転筒部３１の上端部に接続されており、ヒ
ンジ部３９を中心に回動することで、天壁部３２に被着されて該天壁部３２を覆う位置と
、天壁部３２から離間した位置との間を移動可能とされている。
【００２８】
　開閉蓋３８の外周縁は、天壁部３２に形成された段差部３７内に嵌合可能とされている
。これにより、開閉蓋３８は、がたつくことなく安定して天壁部３２に被着可能とされて
いる。また、開閉蓋３８の中央部には、下方に向けて突出すると共に天壁部３２に形成さ
れた吐出孔３６内に嵌合する栓体３８ａが形成されている。これにより、開閉蓋３８が閉
じている場合には、吐出孔３６は栓体３８ａによって封止されている。
　なお、開閉蓋３８には、容器軸Ｏを挟んでヒンジ部３９とは反対側に位置する部分に、
径方向外側に向けて突出する引上突片３８ｂが形成されている。これにより、この引上突
片３８ｂを利用して、開閉蓋３８の開閉操作を容易に行うことが可能とされている。
【００２９】
　上述したように構成された中栓３とキャップ本体３０との間には、容器軸Ｏ方向（上下
方向）に延在して両者に接すると共に、キャップ体４の下降移動に伴って傾倒する突起体
５０が設けられている。
　図１～図３に示すように、この突起体５０は中栓３と一体的に形成されている。具体的
には、突起体５０は、中栓３におけるフランジ部２２から上方に向けて起立するように形
成されており、周方向に等間隔をあけて４つ形成されている。突起体５０の上端部は、キ
ャップ体４の天壁部３２に対して下方から当接している。これにより、先に説明したよう
に、キャップ体４は、これら突起体５０によって下方から支持された状態で容器本体２に
螺着されている。
【００３０】
　また、突起体５０は、容器軸Ｏ方向に長い薄肉の板片とされており、周方向に面が向く
ように配置されている。従って、各突起体５０は、周方向に沿った外力を受けた際に、下
端部を中心に周方向に傾倒するように変形（弾性変形）し易い設計とされている。
【００３１】
　しかも、図２及び図３に示すように、突起体５０の上端部側には、上方に向かうに従っ
て周方向に沿う矢印Ｔ１方向に傾斜する傾斜面５０ａが形成されている。従って、回転筒
部３１を矢印Ｔ１方向に回転させた際、突起体５０は天壁部３２を介してその回転力を受
けるので、周方向に傾倒し易い。加えて、突起体５０の傾斜に伴って、傾斜面５０ａと天
壁部３２とが徐々に広範囲に接触するので、傾倒がさらに助長されて（促されて）、突起
体５０はスムーズに傾倒する。
【００３２】
（混合容器の使用）
　次に、上述したように構成された混合容器１の作用について説明する。
　はじめに、図４に示すように、弱化部３５を破断しながら規制リング３４を取り外し、
キャップ体４の下降移動の規制を解除する。
　次いで、回転筒部３１を回転操作することで、キャップ体４を下降移動させる作業に移
行するが、規制リング３４を取り外してから、回転筒部３１を回転操作するまでの間、キ
ャップ体４は不意に下降移動し難い状態となっている。つまり、キャップ体４は、中栓３
と天壁部３２との間に設けられた突起体５０によって下方から支持された状態となってい
るので、回転筒部３１に多少の回転力が不意に加わったとしても、突起体５０の剛性が回
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転力に対して対抗する。従って、キャップ体４が不意に下降移動することを効果的に抑制
することができる。
【００３３】
　そして、図５に示すように、規制リング３４を取り外した後、回転筒部３１を容器軸Ｏ
回りに沿う矢印Ｔ１方向に所定の力で回転させながら、容器本体２に対してキャップ体４
を下降移動させる。このとき、突起体５０は、天壁部３２を介して矢印Ｔ１方向への回転
力を受けるので、キャップ体４の下降移動に伴って下端部を中心として周方向に徐々に傾
倒する。また、キャップ体４の下降移動に伴って、刃部材４０は中栓３内を容器軸Ｏ回り
に回転しながら徐々に下降移動する。
【００３４】
　そして、キャップ体４をさらに下降移動させることで、突起体５０がフランジ部２２と
天壁部３２との間で倒伏した状態（倒れ込んだ状態）に弾性変形すると共に、刃部材４０
における切断刃４１が閉塞体２１を上方から押圧しつつ、弱化部２４を破断する。これに
より、閉塞体２１によって閉塞されていた栓本体２０の下端を開放することができ、中栓
３内の混合材Ｍ２を容器本体２内に落下させることができる。従って、内容物Ｍ１と混合
材Ｍ２とを混合させて、混合体を得ることができる。
【００３５】
　その後、図６に示すように、引上突片３８ｂを利用しながらヒンジ部３９を中心に開閉
蓋３８を回動させて開操作する。これにより、開閉蓋３８の栓体３８ａを吐出孔３６から
離脱することができるので、吐出孔３６を通じて混合体を外部に吐出することができる。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態の混合容器１によれば、まず使用前の段階で、突起体
５０によってキャップ体４が不意に下降移動することを効果的に抑制できるので、意図し
ないタイミングで混合がなされることを防止することができる。例えば、規制リング３４
を取り外している最中に、誤ってキャップ体４を下降移動させることで、内容物Ｍ１と混
合材Ｍ２とが混合されてしまう等の不都合を防止できる。
【００３７】
　また、使用時においては、キャップ体４の下降移動に伴って突起体５０が徐々に周方向
に傾倒するので、キャップ体４における天壁部３２と突起体５０との間の接触面積が増え
て摩擦抵抗が高まりはじめる。この摩擦抵抗は、刃部材４０が閉塞体２１を押圧しながら
破断して、突起体５０が倒伏したときにさらに高まるので、キャップ体４がそれ以上回転
して下降移動することを抑制することができる。従って、図５に示すように、キャップ体
４の下限位置を明確に認識でき、キャップ体４の過剰な締め込みを効果的に抑制すること
ができる。
【００３８】
　さらに、本実施形態の混合容器１によれば、組み立てを容易に行うことができる。
　例えば、組み立てを行う際、図７に示すように、切断刃４１を上方に向けた状態でキャ
ップ本体３０を配置し、刃部材４０の内側に混合材Ｍ２を充填することができる、そして
、この充填後、キャップ体４に対して中栓３を組み合わせる。
【００３９】
　この際、中栓３の刃部材４０を栓本体２０内に嵌合させることができるので、中栓３と
キャップ体４とを互いに分離させることなく、一体にしたまま組み合わせることができる
。また、キャップ体４が中栓３の内部を閉塞するので、混合材Ｍ２を中栓３の内部に封止
することができる。そのため、混合材Ｍ２の充填作業を容易に行うことができる。
　しかも、突起体５０を利用して、中栓３とキャップ体４とを容器軸Ｏ方向に容易且つ正
確に位置決めした状態で組み合わせることができるので、組立性が向上して、生産効率を
高めることができると共に、均一な品質の混合容器１の量産に繋げることができる。
【００４０】
　次いで、図８に示すように、中栓３とキャップ体４とを一体に組み合わせたまま、開閉
蓋３８が上方を向くように上下反転させ、その後、内容物Ｍ１が充填された容器本体２に
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対して組み合わせる。これにより、混合容器１の組み立てが完了する。
　特に、中栓３とキャップ体４とを組み合わせたまま、これらを容器本体２に組み合わせ
ることができるので、組立性をより一層向上することができる。また、内容物Ｍ１の充填
作業も容易に行える。
【００４１】
（第１実施形態の変形例）
　なお、上述した第１実施形態では、突起体５０の数を４つとしたが、この数に限定され
るものではなく、例えば２つ、３つ、或いは５つ以上形成しても構わない。
　また、突起体５０を中栓３と一体的に形成したが、この場合に限定されるものではなく
、中栓３とキャップ体４との間に配置されていれば良い。従って、キャップ体４と突起体
５０とを一体的に形成しても構わない。この場合には、キャップ体４の天壁部３２から下
方に突出するように突起体５０を一体的に形成し、突起体５０の下端部を中栓３のフラン
ジ部２２に当接させれば良い。
【００４２】
　また、突起体５０の形状としては、第１実施形態の形状に限定されるものではなく、突
起体５０の数や配置等に応じて適宜変更して構わない。例えば、図９に示すように、傾斜
面５０ａを突起体５０の下端部から上端部に至る略全長に亘って形成しても構わない。ま
た、図１０に示すように、傾斜面５０ａが形成されている突起体５０の上端部側を、矢印
Ｔ１方向に向けて後傾させても構わない。いずれの場合であっても、突起体５０を周方向
に容易に傾倒し易い。
【００４３】
　さらに、上述した第１実施形態では、弱化部２４を介して閉塞体２１を栓本体２０に対
して一体的に形成したが、この場合に限定されるものではなく、栓本体２０と閉塞体２１
とを別体に構成しても構わない。
　例えば、図１１に示すように、閉塞体を破断可能なシール材５５で構成し、栓本体２０
の下端をこのシール材５５で塞ぐことで、中栓３の内部を閉塞しても良い。なお、シール
材５５の材質は、特に限定されるものではなく、金属製や樹脂製でも構わない。
【００４４】
　このように構成した場合であっても同様の作用効果を奏功することができる。特にこの
場合には、閉塞体としてシール材５５を利用しているので、刃部材４０がシール材５５を
押圧すると同時に該シール材５５を速やかに破断することができるので、より効率良く内
容物Ｍ１と混合材Ｍ２とを混合させることができる。
【００４５】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明に係る混合容器の第２実施形態について説明する。
　第１実施形態との異なる点は、第１実施形態では、キャップ本体３０と刃部材４０とが
一体的に形成されていたが、第２実施形態では、キャップ本体３０と刃部材４０とが別体
とされている点である。
　なお、この第２実施形態においては、第１実施形態における構成要素と同一の部分につ
いては、同一の符号を付しその説明を省略する。
【００４６】
（混合容器の構成）
　図１２に示すように、本実施形態の混合容器６０は、キャップ本体３０と刃部材４０と
が別体とされたキャップ体６１を備えている。
　刃部材４０は、上端部が中栓３のフランジ部２２よりも上方に位置し、且つキャップ本
体３０における天壁部３２よりも下方に位置するように形成されている。刃部材４０の上
端部には、径方向外側に向けて突出した環状のフランジ部６２が形成されている。
【００４７】
　刃部材４０のフランジ部６２には、該フランジ部６２から下方に突出するように突起体
５０が一体的に形成されていると共に、該フランジ部６２から上方に突出するように第２
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の突起体６３が一体的に形成されている。
【００４８】
　突起体５０は、第１実施形態と同様に、例えば周方向に等間隔をあけて４つ形成されて
おり、下端部が中栓３におけるフランジ部２２に当接している。従って、本実施形態の場
合であっても、突起体５０は中栓３とキャップ体６１との間に配置されている。また、刃
部材４０は、突起体５０によって下方から支持された状態とされている。
【００４９】
　第２の突起体６３は、突起体５０と同様にキャップ体６１の下降移動に伴って周方向に
傾倒する部材であり、突起体５０と同様に容器軸Ｏ方向に長い薄肉の板片形状とされてい
る共に、例えば周方向に等間隔をあけて４つ形成されている。第２の突起体６３の上端部
は、キャップ本体３０における天壁部３２に下方から当接している。従って、キャップ本
体３０は、第２の突起体６３によって下方から支持された状態とされている。
【００５０】
　ところで、図１３に示すように、突起体５０及び第２の突起体６３には、それぞれ周方
向に傾いた傾斜面５０ａ、６３ａが形成されている。即ち、第２の突起体６３の上端部側
には、上方に向かうに従って周方向に沿う矢印Ｔ１方向に傾斜するように傾斜面６３ａが
形成されている。また、突起体５０の下端部側には、下方に向かうに従って周方向に沿う
矢印Ｔ２方向（矢印Ｔ１方向とは反対方向）に傾斜するように傾斜面５０ａが形成されて
いる。
　従って、図１２に示すように、回転筒部３１を矢印Ｔ１方向に回転させた際、突起体５
０及び第２の突起体６３を、同時或いは若干の時間差をあけて周方向に傾倒させることが
可能とされている。
【００５１】
　また、本実施形態の刃部材４０の内側には、該刃部材４０の内部を上下に仕切るように
閉塞して、混合材Ｍ２を中栓３内に封止する第２の閉塞体６５が設けられている。この第
２の閉塞体６５は、平面視円形状に形成され、外周縁が例えば薄肉の弱化部６６を介して
刃部材４０の内側に接続されている。
【００５２】
　さらに、キャップ本体３０における天壁部３２には、下方に向けて突出した円筒状の第
２の刃部材６８が形成されている。
　この第２の刃部材６８は、キャップ本体３０の下降移動に伴って刃部材４０内を下降移
動することで第２の閉塞体６５を上方から押圧しながら破断する部材であり、刃部材４０
の内側に下降移動可能に嵌合している。第２の刃部材６８の下端部側には、切断刃４１と
同様に先鋭化された第２の切断刃６９が形成されている。
【００５３】
（混合容器の使用）
　次に、上述したように構成された混合容器６０の作用について説明する。
　はじめに、本実施形態の場合であっても、刃部材４０が突起体５０によって下方から支
持された状態となっていると共に、キャップ本体３０が第２の突起体６３によって下方か
ら支持された状態となっている。従って、回転筒部３１に多少の回転力が不意に加わった
としても、突起体５０及び第２の突起体６３の剛性が回転力に対抗するので、キャップ体
６１が不意に下降移動することを効果的に抑制することができる。
【００５４】
　また、使用前の段階で、仮に開閉蓋３８を開操作してしまったとしても、第２の閉塞体
６５を有しているので、中栓３内の混合材Ｍ２が吐出孔３６を通じて外部に吐出されてし
まうことを防止することができる。
【００５５】
　そして、規制リング３４を取り外した後、図１４に示すように、回転筒部３１を容器軸
Ｏ回りに沿う矢印Ｔ１方向に回転させながら、容器本体２に対してキャップ体６１を下降
移動させる。これにより、突起体５０及び第２の突起体６３をそれぞれ周方向に傾倒させ
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、最終的に倒伏した状態に弾性変形させることができる。また、刃部材４０における切断
刃４１が閉塞体２１を上方から押圧しながら弱化部２４を破断することで、該閉塞体２１
を破断し、且つ、第２の刃部材６８における第２の切断刃６９が第２の閉塞体６５を上方
から押圧しながら弱化部６６を破断することで、該第２の閉塞体６５を破断する。
　これにより、内容物Ｍ１と混合材Ｍ２とを混合させることができると共に、混合した混
合体を、吐出孔３６を通じて外部に吐出することができる。
【００５６】
　以上説明したように、キャップ本体３０と刃部材４０とが別体とされた本実施形態の混
合容器６０であっても、第１実施形態と同様の作用効果を奏功することができる。
【００５７】
（第２実施形態の変形例）
　なお、第２実施形態においても、突起体５０及び第２の突起体６３の数や位置、形状等
については適宜変更して構わない。さらに、閉塞体２１を栓本体２０とは別体に構成して
も構わない。例えば、図１５に示すように、破断可能なシール材５５を閉塞体として利用
し、栓本体２０の下端をこのシール材５５で塞ぐことで中栓３の内部を閉塞しても良い。
なお、第２の閉塞体６５についても、シール材５５に変更して栓本体２０とは別体に構成
しても構わない。
【００５８】
　なお、本発明の技術範囲は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。
【００５９】
　例えば、上記各実施形態では、閉塞体の一例として、弱化部を介して栓本体に一体的に
形成されている場合を例に挙げると共に、閉塞体としてシール材を利用することで、栓本
体とは別体に構成されている場合を例に挙げて説明した。このように、閉塞体は、栓本体
に対して一体に形成されても別体に形成されていても、どちらでも構わない。
【００６０】
　また、押圧部材の一例として、切断刃を有する刃部材を例に挙げて説明したが、閉塞体
を上方から押圧することで該閉塞体による閉塞を解除して、栓本体の下端を開放できれば
押圧部材として採用することができる。
　例えば、閉塞体が栓本体とは別体に構成されている場合、閉塞体を上方から単に押圧す
ることで、閉塞体を栓本体から部分的に分離、或いは除去させることで、栓本体の下端を
開放しても良い。
【００６１】
　さらに、上記各実施形態において、規制リングや開閉蓋は必須なものではなく、具備し
なくても構わない。また、１条或いは複数条の螺旋ねじを介して、キャップ本体と容器本
体とを螺着させても良い。この場合には、僅かな回転操作でキャップ体を下降移動させる
ことが可能となる。
【符号の説明】
【００６２】
　Ｍ１…内容物
　Ｍ２…混合材
　１、６０…混合容器
　２…容器本体
　３…中栓
　４、６１…キャップ体
　１３…容器本体の口部
　２０…栓本体
　２１…閉塞体
　４０…刃部材（押圧部材）
　５０…突起体



(11) JP 2015-105108 A 2015.6.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2015-105108 A 2015.6.8

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 2015-105108 A 2015.6.8

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(14) JP 2015-105108 A 2015.6.8

【図１４】 【図１５】



(15) JP 2015-105108 A 2015.6.8

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3E084 AA02  AA12  AB01  CA01  CB02  DA01  DB12  FA01  FB01  GB09 
　　　　 　　        KA03  LA15  LA18  LA25  LB02  LB07  LC01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

